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厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

総括研究報告書 

 

死因究明により得られる知見を新興感染症等公衆衛生の向上に活用するための研究 

 

研究代表者 鈴木 秀人  東京都監察医務院 院長 

 

研究要旨 

（目的）死因究明施設が新興感染症関連死の死因究明を適切に行い公衆衛生上の重要な役

割を果たすために必要な方策について検討を行う。 

(方法) 東京都特別区及び多摩・島嶼地区における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

関連異状死（SARS-CoV-2 PCR 陽性例）の発生状況、死因等につき調査した。また全国の法

医解剖実施施設に COVID-19関連異状死の取り扱い状況、感染対策設備の現状について質問

紙調査を施行した。 

(結果) 東京都内で新型コロナウイルス感染者数が多く報告された時期に一致して東京都

特別区及び多摩・島嶼地区の検案・解剖例でも PCR 陽性例の増加が認められた。生前の症

状等から事前に COVID-19が疑われると警察によって判断された疑い例については、全体の

陽性率に比べ高い陽性率を示した。PCR 陽性例の死因は肺炎が最多であり、死後 CT 画像上

肺野にびまん性のスリガラス影・浸潤影が大部分の事例で認められた。一方、感染症と直

接関連のない病死や外因死も PCR陽性例には認められた。また COVID-19が疑われ PCR検査

を施行するも陰性であった事例の死因には心疾患や他の重篤な感染症等多岐の疾患が認め

られた。全国の法医解剖実施施設における PCR 検査実施体制は、保健所に依頼、自施設内

で独自に施行、検査会社に外注等様々であり、費用負担も実施体制と同様に様々であった。

陽性例、疑い例の死因究明のための解剖が可能な施設は少なく、その理由として解剖室の

設備が十分でないこと、人員・個人防護具の不足等が挙げられた。 

（考察）新興感染症の市中感染の拡大とともに生前何らかの理由で医療につながらなかっ

た例が異状死に一定数含まれることが今後も予測され、その鑑別疾患は多岐に及ぶ。死因

究明施設が新興感染症発生下において死因究明を適切に行い公衆衛生の向上に資するため

には、警察他関係機関との連携、感染症検査（PCR等）・死後 CT撮影・解剖検査体制の構築

が必要であり、検査は公費による、地域格差が生じないような体制が望まれる。 

 

研究分担者  

岩楯 公晴  東京慈恵会医科大学  

法医学講座  教授 

岩瀬 博太郎 東京大学 医学系研究科 

法医学教室  教授 

 

A. 研究目的  

 令和 2 年 4 月 1 日より施行された死因究

明等推進基本法によれば、死因究明の推進

は死因究明により得られた知見が疾病の予
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防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上

及び増進に資する情報として広く活用され

ることとなるように行われるべきであると

されている。我が国の公的解剖は各々根拠

法令を異にする司法解剖、死因・身元調査

法解剖、行政解剖（監察医解剖及び承諾解

剖）に大別されるが、どの解剖から得られ

る知見であっても基本法の理念の通り公衆

衛生の向上及び増進に活用されるべきこと

は言うまでもない。 

公衆衛生の最も重要な使命の一つは新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）を始め

とする新興感染症の制御であるが、その中

において生前未診断の死亡例の把握及び当

該例の接触者への疫学調査は重要である。

また新興感染症は発見直後においては病態、

致死率等の実態が不明であることも多く、

行政解剖及び死因・身元調査法による剖検

例から得られる情報は補完的かつ貴重な情

報となり得る。 

本研究では COVID-19 が市中拡大してい

る状況下での異状死における同感染症の発

生状況、死因等につき調査するとともに同

感染症に関する検案、解剖上の諸問題につ

いて調査する。そして死因究明施設が新興

感染症関連死の死因究明を適切に行い公衆

衛生上の重要な役割を果たすために必要な

方策につき検討を行う。 

 

Ｂ．研究方法 

 調査期間内において国内でもっとも多く

の感染者数が報告されている東京都内の

COVID-19関連異状死（SARS-CoV-2 PCR陽性

例）について発生状況、死因等を調査した。

具体的には東京都特別区内の異状死の検

案・行政解剖を行う東京都監察医務院での

取り扱い事例より COVID-19 関連異状死及

び疑い例につき抽出し、発生状況、死因、

死後 CT 画像所見等を調査した（鈴木班）。

東京都多摩・島嶼地区の法医解剖について

は東京慈恵会医科大学法医学講座及び杏林

大学法医学教室で行われているが、本調査

では東京慈恵会医科大学法医学講座で行わ

れた法医解剖・検案例における COVID-19に

関する検査結果及び COVID-19 関連異状死

について調査した（岩楯班）。 

 さらに全国の法医解剖実施施設に

COVID-19関連異状死もしくは疑い例の取り

扱い状況、感染対策設備の現状についてア

ンケートフォームを用いた質問紙調査を施

行した（岩瀬班）。 

 

C. 研究結果 

 東京都特別区内で発生した COVID-19 関

連異状死（SARS-CoV-2 PCR陽性例）は令和

2年（2020年）3月 1日から令和 3年（2021

年）2 月 28 日の間に 63 例認められ、発生

月は東京都内で感染者数が多数報告されて

いた令和 2年 4月、12月、令和 3年 1月に

多い傾向が認められた。死因調査中であっ

た 3 例を除く事例の平均年齢は 70.3 歳で

40 歳以上の事例が 58 例（96.7%）、65 歳以

上が 39 例（65.0%）であった。死因の調査

では 54 例（90.0%）が病死であり、残りの

6例は（10.0%）は外因死であった。病死で

は肺炎が 40例で最多であり、病死全体の約

4 分の 3 を占めた。外因死については溺死

が 3 例あり、急性硬膜下血腫、急性アルコ

ール中毒、急性薬物中毒が各 1 例認められ

た。生前の情報や死後画像検査より

COVID-19が疑われ PCR検査を施行するも陰

性であった事例の死因調査（198例）では、
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心疾患（66 例）、肺炎（60 例）が多かった

が、その他糖尿病性ケトアシドーシスや他

の重篤な感染症等多岐の疾患が認められた。

死後 CT 画像所見の解析では COVID-19 によ

る肺炎と診断された事例では大部分の事例

（93.5%）でびまん性のスリガラス影もしく

は浸潤影が認められたが、PCR 陰性例にお

いても肺野の一部も含めると全体の 92.9%

の事例にスリガラス影もしくは浸潤影が認

められ、PCR 陽性肺炎例と比較しその割合

に有意差は認めなかった。 

 東京慈恵会医科大学法医学講座で（2020

年）3月 18日から令和 3年（2021年）3月

31 日の間に法医解剖・検案が施行された

1015 例の調査では、RT-qPCR 施行 777 例中

13 例（1.67%）が陽性であり、抗原検査施

行 567例中 11例（1.94%）が陽性であった。

生 前 の 症 状 等 か ら 解 剖 ・ 検 案 前 に

SARS-CoV-2感染が疑われると警察によって

判断された COVID-19 疑い例については、

RT-qPCR施行 51例中 8例（15.69%）が陽性、

抗原検査施行 38例中 8例（21.05%）であり、

全体の陽性率に比べ高い陽性率を示した。

発生月の調査では、RT-qPCR 陽性数が最も

多かったのは東京都新規感染者数が最多と

なった 2021年 1月であった。RT-qPCR陽性

13 例の死因は、新型コロナウイルス感染

症・肺炎が 7 例と最多であり、他は循環器

疾患（3例）、出血性胃潰瘍（1例）、溺死（1

例）、縊死（1例）であった。 

 全国の法医解剖実施施設へのアンケート

フォームを用いた質問紙調査では 39 施設

から回答が得られた。COVID-19に関する検

査実施については回答施設 39 施設中 32 施

設で検査を施行しており、そのうち PCR 検

査は 24 施設（75.0%）で施行されていた。

PCR 検査の施行体制については、大学附属

病院と連携し実施（40.7%）、保健所に依頼

(33.3%)、自施設内で独自に施行(29.6%)、

検査会社に外注(11.1%)と施設によって体

制は様々であり、費用負担についても教室

運営費(36%)、保健所実施による公費負担

(24%)、警察と協議の上解剖費用として請求

（20%）、大学附属病院負担(16%)と様々であ

った。COVID-19と判明している、もしくは

疑い例の解剖の施行の有無については回答

37施設中、施行していると回答のあった施

設が 14施設（38%）、施行していないと回答

のあった施設が 23 施設（62%）であった。

解剖実施の主たる阻害要因については、施

設基準が感染研基準を満たさない(59.1%)、

対応可能な人員の不足(22.7%)、個人防護具

の不足(18.2%)等が挙げられた。 

 

D. 考察 

 

東京都内で新型コロナウイルス感染者数

が多く報告された時期に一致して東京都特

別区及び多摩・島嶼地区の検案・解剖例で

も PCR 陽性例の増加が認められており、市

中感染の拡大とともに生前何らかの理由で

医療につながらなかった例が異状死の中に

一定数含まれてくることが今後の新興感染

症発生の際にも予測される。現実的には新

興感染症発生初期には検査体制が不十分で

あるため、感染症疑い例の抽出が重要とな

る。本邦では死亡者の生前の情報は警察に

よって調査が行われるが、慈恵医大法医学

の調査では警察によって事前に COVID-19

疑いと判断された例の PCR 陽性率は全体の

陽性率と比べ高い結果が得られた。これは

検視・検案に携わる全てのスタッフが新興
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感染症に対する知識を備え事前にリスク評

価をすることの重要性を示唆しているもの

と思われる。 

一方異状死には独居者など生前の状況が

十分に得られない事例も含まれ、また生前

の症状からは鑑別疾患が多岐に及ぶため、

PCR 検査体制の拡充は必要である。感染症

に関する検査は個々の事例の死因究明の他、

異状死における陽性例数が実際の市中感染

の指標となる可能性があり、新興感染症対

策の一助になり得るものと考えられる。し

かし、全国法医解剖施設へのアンケート調

査結果からは PCR の実施体制、費用負担は

施設によって様々であり、その原因として

保健所に PCR 検査を依頼するも検査適応に

ならず各施設で独自で検査体制を構築しな

ければならなかったことが考えられた。異

状死死因究明の上において公費による、地

域格差が生じないような感染症の検査体制

が望まれる。 

死後 CT検査は諸々の限界はあるが、生前

情報、感染症検査（PCR 検査）と併用する

ことにより重症肺炎の診断等、新興感染症

発生時の死因究明においても効力を発揮す

るものと考えられる。日本において死後 CT

画像の有用性が強調され始めてからすでに

10年以上が経過しているが、未だ設置がな

されていない法医解剖施設は多数あり、全

国的な普及が望まれる。 

PCR 陽性結果が得られ感染症罹患が明ら

かとなっても死因が感染症であるとは限ら

ず、死因が不明である例については解剖検

査が必要である。しかし、全国法医解剖施

設へのアンケート調査結果からは陽性例、

疑い例の死因究明のための解剖が可能な施

設は少なく、その理由として解剖室の設備

が感染症例を取り扱う上で十分でないこと、

人員・個人防護具の不足等が挙げられた。

感染症の検査体制と同様、地域格差が生じ

ないような解剖体制を整備する必要があり、

そのためには標準的な設備基準の設定や全

国の死因究明施設で実施可能な感染症例用

の解剖マニュアルの作成が望まれる。こう

した諸々の検査体制の整備とともに、全国

規模で異状死体における新興感染症の状況

を把握するには、各施設での死因究明から

得られた医学的所見を集積するためのデー

タベース化が必要であり、今後の新興感染

症対策の際に検討する余地がある。 

 

E. 結論 

死因究明施設が新興感染症発生下におい

て死因究明を通じ公衆衛生の向上に資する

ためには、警察他関係機関との連携、感染

症検査（PCR 等）・死後 CT 撮影・解剖検査

体制の構築が必要であり、検査は公費によ

る、地域格差が生じないような体制が望ま

れる。 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

なし 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担研究報告書 

 

東京都特別区で発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連異状死に関する調査 

 

研究分担者 鈴木 秀人  東京都監察医務院 院長 

 

研究要旨： 

(目的)東京都特別区内で発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連異状死もし

くは疑い例の発生状況、死因等を調査し、新興感染症対策の一端に資することを目的とす

る。 

（方法）令和 2年（2020年）3月 1日から令和 3年（2021年）2月 28日の間に東京都監察

医務院で行われた検案例より SARS-CoV-2 PCR検査陽性例を抽出し、発生月、死因、死後 CT

画像所見等を調査した。また COVID-19が疑われるも PCR検査陰性であった事例を抽出し、

死因、死後 CT画像所見を調査した。 

（結果）PCR 陽性例は東京都内で感染者が多く報告された時期に一致して増加が確認され

た。死因については肺炎が多数を占めていたが、他の疾患や外因死による死亡も認められ

た。死因が肺炎と診断された事例における死後 CT画像所見については、大部分の事例でび

まん性のスリガラス影もしくは浸潤影が認められた。PCR陰性例の死因は心疾患、肺炎、他

の重篤な感染症等多岐に及んだ。死後CT画像については肺野の一部も含めると全体の 92.9%

の事例にスリガラス影もしくは浸潤影が認められ、PCR陽性肺炎例と比較しその割合に有意

差は認められなかった。 

（考察）COVID-19 疑い異状死例には鑑別診断が多数存在し、診断には生前状況調査、死後

CT 画像検査に加えて、PCR 検査が必須である。また PCR 陽性例にも他の疾患や外因死によ

る死亡が認められ、死因判断困難な事例は解剖検査を検討する必要がある。死因究明施設

が新興感染症に対応していくには地域での流行状況や死因、致死率等の個々の感染症の特

徴を十分検討し、検査体制を構築していく必要がある。 

 

Ａ．研究目的                    

 令和 2年（2020年）初頭より新型コロナ

ウイルス感染症(COVID-19)の全世界的な拡

大が起こり、本邦においても令和 2年（2020

年）9 月末の段階で累計感染者数は 8 万人

を超え、累計死亡者数も 1500 人を超えた。

これまでの臨床例の調査によって重症化の 

リスク因子として高齢者、糖尿病・高血圧・

慢性閉塞性肺疾患等の基礎疾患、肥満等が

挙げられているが、異状死例における

COVID-19関連事例については報告が乏しく

その実態については未だ明らかにされてい 
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ない。本研究では、国内において最も多く

の陽性者数が報告されている東京都、その

東京都の人口の約 7 割を占める特別区内で

発生した異状死を対象とし、COVID-19関連

事例について事例数、死因、死因の種類等

を調査し、その実態を明らかにすることを

目的とする。また COVID-19 が疑われたが

SARS-CoV-2 PCR検査（以下 PCR検査と表記）

の結果陰性であった事例についても死因を

調査し、鑑別を要する疾患群の特徴を明確

とする。 

 

Ｂ．研究方法 

 令和 2 年（2020 年）3 月 1 日から令和 3

年（2021年）2月 28日の間に東京都監察医

務院で行われた検案例より、COVID-19が生

前の情報や死後画像検査より疑われ検案前

後に PCR 検査が施行された事例を抽出し、

結果が陽性であった事例の発生月、年齢、

性別、既往歴、死因、死因の種類について

調査した。解剖が行われた事例については

主要剖検所見を調査した。また死因が肺炎

と診断された事例で東京都監察医務院にて

死後 CT 検査が施行されているものについ

ては肺野のスリガラス影、浸潤影の有無及

び局在について調査した。 

次に東京都監察医務院にて施行された

PCR検査が陰性であった事例について死因、

死因の種類及び死後 CT 画像所見を調査し

た。死後 CT画像所見については PCR陽性の

肺炎例とスリガラス影、浸潤影の有無及び

局在について比較検討した。何れの調査に

おいても研究期間内に死因が確定していな

い事例については調査対象から除外した。

統計解析はカイ 2 乗検定を用い、P 値 0.05

未満を有意とした。 

（倫理面への配慮）本研究の施行に際して

は東京都監察医務院倫理委員会の許可を得

て施行した（研究番号 2020-3）。本研究の

対象者は故人であり、個別に同意を取得し

て研究を行うことができないため、本研究

に関する情報を東京都監察医務院ホームペ

ージ上に公開し、遺族が拒否できる機会を

保障した。 

 

Ⅽ. 研究結果 

(1) PCR陽性例の解析 

調査期間内に PCR陽性例は 63例認められ、

死因調査中であった解剖例 3例を除く 60例

について調査した。陽性例の PCR 検査につ

いては検案前に施行された事例（生前もし

くは心肺停止で病院搬送された際）が 32例、

死後東京都監察医務院で施行された事例が

28例であった。発生月については令和 2年

（2020年）3月 1件、同 4月 10件、同 5月

2 件、同 6 月 1 件、同 8 月 1 件、同 10 月 1

件、同 11 月 2 件、同 12 月 6 件、令和 3 年

（2021 年）1 月 32 件、同 2 月 4 件であり、

東京都内で感染者数が多数報告されていた

4 月、12 月、1 月に多い傾向が認められた

（図 1）。 

事例の平均年齢は 70.3 歳、標準偏差は

15.3 であり、40 歳以上の事例が 58 例

（96.7%）、65歳以上が 39例（65.0%）であ

った。性別では男性 49 例、女性 11 例であ

り、男性の割合が高かった。既往歴につい

ては検案前の病歴調査にて 60 例中 50 例に

確認され（83.3%）、代表的なものとして高

血圧（34例）、糖尿病（24例）、心疾患（19
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例）、脂質異常症（9例）、悪性腫瘍（7例）、

高尿酸血症（5例）、脳血管障害（3例）、気

管支喘息（3 例）、脂肪肝（3 例）が挙げら

れた。生前の病歴に COVID-19が認められた

事例が 5 例あり、4 例は死亡数週間前、そ

して 1 例は死亡 4 ヶ月前に入院もしくは自

宅療養歴が認められた。 

死因については、60 例中 52 例は死亡前

情報（臨床症状等）、外表所見、死後画像所

見（CTもしくは単純 X線画像）を総合して

解剖検査を経ずに診断されており、8 例は

解剖検査を施行した後診断されていた。死

因の種類は 54 例（90.0%）が病死であり、

残りの 6例は（10.0%）は外因死であった（表

1）。病死の内訳では肺炎が 40例で最多であ

り、病死全体の約 4 分の 3 を占めた。外因

死については溺死が 3 例あり、急性硬膜下

血腫、急性アルコール中毒、急性薬物中毒

（向精神薬）が 1 例ずつ認められた。死亡

数週間前、数ヶ月前に COVID-19の既往が認

められた 5 例の死因については何れも肺炎

ではなく、4例は他の病死、1例は外因死で

あった。解剖が施行された 8 例中 6 例の死

因は肺炎であり、肺組織にびまん性肺胞傷

害の所見が認められた。肺炎と診断された

事例のその他の所見として心肥大が 5 例に

脂肪肝が 3例に認められ、Body Mass Index

が 35以上の事例が 4例認められた。肺動脈

内に粗大な血栓が確認された事例はなかっ

たが、組織学的検索にて肺の細血管内に血

栓が認められた事例が 1 例あった。外因死

と診断された 2 例については 1 例に好中球

浸潤主体の肺炎像を認めたが、COVID-19と

関連するものか外因に続発した肺炎か不明

であった。 

死因が肺炎と診断された事例における死

後 CT 画像所見（31 例）については、29 例

にびまん性のスリガラス影もしくは浸潤影

が認められた。2 例については肺背側に広

範な浸潤影と背側以外の部位に巣状にスリ

ガラス影が認められた。 

 

(2) PCR検査陰性例の解析 

調査期間内に生前の情報や死後画像検査

より COVID-19が疑われ、東京都監察医務院

にて PCR 検査を施行し陰性であった事例で

研究期間内に死因が確定していた事例は

198例認められた。死因については、198例

中 101例は死亡前情報（臨床症状等）、外表

所見、死後画像所見（CTもしくは単純 X線

画像）を総合して解剖検査を経ずに診断さ

れており、97例は解剖検査を施行後に診断

されていた。 

死因の種類は 186例（93.9%）が病死、11

例（5.6%）は外因死、1 例（0.5%）は内外

因不詳の死であった（表 2）。病死の内訳で

は心疾患が 66例と最も多く、次いで肺炎が

多かった。その他の疾患で多いものとして

糖尿病もしくはアルコール性のケトアシド

ーシス、慢性閉塞性肺疾患等の呼吸器疾患、

腸閉塞等の消化器疾患、髄膜炎・心筋炎等

の肺炎以外の重篤な感染症が認められた。

外因死については急性薬物中毒（向精神薬）、

溺死が各々4例あり、急性アルコール中毒、

縊死、低体温症が各々1例ずつ認められた。 

死後 CT画像については 102例にびまん性

のスリガラス影もしくは浸潤影が認められ

た。肺野の一部も含めると 184 例にスリガ

ラス影もしくは浸潤影が認められ、23例に

前方もしくは背側に限局するスリガラス影

もしくは浸潤影が認められた（表 3）。びま

ん性のスリガラス影もしくは浸潤影の割合
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については PCR 陽性肺炎例が有意に高かっ

たが、肺野の一部にスリガラス影もしくは

浸潤影を認めた事例の割合については有意

差は認められなかった。 

 

Ⅾ. 考察 

  

 本調査における PCR 陽性例の年齢構成は

総じて中高年者、特に高齢者が主体であっ

た。また既往歴として高血圧、糖尿病、心

疾患等が認められ、剖検例では BMI 高値の

割合が高いといった特徴が認められた。こ

れらはこれまでに臨床例で報告されている

重症化の危険因子と基本的に同一である

[1-4]。性別では男性の割合が高かったが、

元来異状死は男性の割合が高い傾向にある

ため、今後臨床例との比較検討が必要であ

る。死因については肺炎が 3 分の 2 を占め

ていたが、他の疾患や外因死による死亡も

認められた。COVID-19の死亡への関与につ

いては、肺炎例については直接的な関与が

考えられたが、肺炎は治癒したが衰弱が進

み死亡に至ったケースや COVID-19 罹患中

の外因死などについては間接的な影響が推

定され、事例によって様々であると考えら

れた。 

生前情報や死後 CT 画像所見にて

COVID-19が疑われたものの PCR検査が陰性

であった事例の死因からは、死因診断にお

ける COVID-19 の鑑別疾患は多様であると

いえる。これは他の病原体による重篤な感

染性疾患だけでなく、直接死因は感染症で

はないが種々の感染症を契機に増悪する病

態、さらには死因とは関連はないが種々の

感染症を併発している例が COVID-19 疑い

例に含まれるためであると考えられる。発

熱、呼吸器症状といった生前症状は

COVID-19を疑う重要な症状であるが、症状

のみからでは細菌や他のウイルスによる呼

吸器感染症の鑑別は困難である。また発熱

だけの生前情報からは呼吸器以外の臓器を

首座とした感染症の可能性も考えられ、全

身状態の悪化とともに呼吸器症状が出現し

COVID-19との鑑別が困難になることが考え

られる。直接死因は感染症ではないが感染

症を契機に増悪する病態としては種々の心

疾患、呼吸器疾患を背景とした心不全、呼

吸不全や糖尿病性ケトアシドーシス等が知

られており、本調査結果においても PCR 陰

性例の死因としてこれらの疾患が多数認め

られている。 

死後 CT 画像は COVID-19 による肺炎のス

クリーニング及び診断に有用であると報告

されている[5-10]。本調査においても死因

が COVID-19による肺炎の事例は PCR陰性例

と比較するとびまん性のスリガラス影もし

くは浸潤影の割合が有意に高い結果が得ら

れており、びまん性のスリガラス影もしく

は浸潤影、間質影の増強といった死後 CT画

像所見は COVID-19 による重症肺炎の診断

上有用な所見となり得ると考えられる。し

かしスリガラス影もしくは浸潤影が肺野の

一部に認められる事例は PCR 陰性例でも

92.5%に認められ、PCR陽性の肺炎例と有意

差は認められなかった。また死後の血液就

下でも説明可能な前方もしくは背側に限局

するスリガラス影もしくは浸潤影の割合は

PCR 陰性例で高いものの、有意差までは認

められなかった。死後 CT画像において肺野

のスリガラス影は肺うっ血、肺水腫を来た

す種々の病態で認められる頻度の高い所見

であり、肺野にスリガラス影が全く認めら
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れないのは脱水症や低体温症等の限られた

事例であると報告されている[11]。これら

の結果からは死後 CT 画像所見の肺野のス

リガラス影、浸潤影の所見のみでは

COVID-19による肺炎と他の病態との厳密な

鑑別は困難であると考えられる。但し死後

CT 画像は COVID-19 による肺炎を疑う契機

になり得るものであり、また本調査におい

て肺炎以外の死因、例えば頭蓋内損傷や溺

死の事例で診断の上において有用な所見を

示しており、死因診断の補助的なツールと

しての有用性は総じて高いものと考えられ

る。 

以上のことより生前の臨床症状、死後 CT

検査のみでは COVID-19 の鑑別疾患は多数

存在し、疑い例については PCR 検査も同時

に施行することが必須であるといえる。本

調査における PCR 陽性例は東京都内で感染

者が多く報告された時期に一致して増加が

確認されており、今後も感染者の増加とと

もに生前何らかの理由で医療につながらな

かった例が異状死の中に一定数含まれてく

ることが十分に予測される。COVID-19関連

異状死の診断には生前症状の詳細な聴取に

加え、死後 CT検査及び PCR検査が施行でき

る体制を構築することが必要であり、死因

判断困難な事例については解剖検査を考慮

する必要がある。とりわけ中毒死が鑑別に

含まれる事例については解剖に加えて薬物

検査を実施する必要がある。 

本調査における限界について以下記述す

る。本調査における東京都監察医務院での

PCR 検査については死亡者の生前の臨床症

状、感染者との濃厚接触歴、死後画像検査

等から COVID-19 が疑われる事例を選択し

実施している。全数調査の上では地域で発

生した全ての異状死に PCR 検査を施行する

べきであるが、国内で感染が確認された当

初は PCR 検査体制が十分でなく、また異状

死体の場合死後かなり時間が経過してから

発見されるケースも多く存在する。また発

症から死亡に至るまでの期間を考慮すると、

COVID-19による死亡例が異状死に占める割

合は心疾患等代表的な内因性急死例と比べ

高いものではなく、他の病原体を含めた全

ての肺炎死亡例の一部であることが予測さ

れる。東京都特別区内では近年年間当たり

の異状死数は 14000 件内外で推移している

が、令和 2 年の東京都特別区内の異状死総

数（14353件）を他の年の件数（平成 22年

14296 件、平成 30 年 14023 件、平成 31 年

13984 件）と比較しても大きな変動は認め

なかった。以上を考慮すると本感染症にお

いて地域で発生する全ての異状死体に PCR

検査を施行することは必ずしも現実的では

ないものと思われる。但し今後発生し得る

新興感染症においては死因や致死率等個々

の感染症の特徴や地域での流行状況等を十

分に検討した上で検査体制を構築していく

必要がある。 

 

Ｅ. 結論 

東京都特別区内で発生した COVID-19 関

連異状死及び疑い例について調査を行った。

PCR 陽性例は東京都内で感染者が多く報告

された時期に一致して増加が確認された。

死因診断においては鑑別診断が多数存在し、

生前の症状・感染者との接触歴等の状況調

査、死後 CT画像検査に加えて PCR検査が必

須である。PCR 陽性例でも他の疾患や外因

死による死亡が認められており、死因判断

困難な事例は解剖検査が必要である。死因
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究明施設が今後発生し得る新興感染症に対

応するためには死因、致死率等の個々の感

染症の特徴や地域の流行状況を十分検討し

諸々の検査体制を構築していく必要がある。 
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図 1  発生月別の PCR陽性例数（東京都特別区、異状死例）   

 

 

表 1.  PCR陽性例の死因（60例）             （）は剖検数 

病死 54 (6) 

     肺炎 40 (6) 

     心疾患 5 (0) 

     低栄養・脱水症 2 (0) 

     老衰 2 (0) 

     クモ膜下出血 1 (0) 

         尿路感染症 1 (0) 

         腸閉塞 1 (0) 

         アルコール性肝疾患 1 (0) 

         慢性閉塞性肺疾患 1 (0) 

外因死 6 (3) 

       溺死 3 (0) 

     急性硬膜下血腫 1 (1) 

     急性アルコール中毒 1 (1) 

     急性薬物中毒 1 (1) 
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表 2. PCR陰性例の死因（198例）                 （）は剖検数 

病死 186 (88) 

    心疾患  66 (26) 

          虚血性心疾患  43 (16) 

          高血圧性心疾患 10 (6) 

                   他の心疾患 13 (4) 

    肺炎     60 (20) 

          肺炎・肺膿瘍（細菌もしくは他のウイルス）  53 (14) 

          誤嚥性肺炎  4 (3) 

          結核性肺炎  2 (2) 

                   真菌性肺炎  1 (1) 

    他の疾患  60 (42) 

          ケトアシドーシス（糖尿病/アルコール性）  16 (14) 

          呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患、肺癌等） 13 (8) 

          消化器疾患（腸閉塞等） 11 (4) 

                   肺炎以外の重篤な感染性疾患（髄膜炎、心筋炎等） 10 (9) 

                   その他 10 (7) 

外因死 11 (8) 

内外因不詳の死  1 (1) 

 

 

表 3. 死後 CT画像所見の比較 

  PCR陽性肺炎例  

(31例) 

  PCR 陰性例  

(198例) 

びまん性のスリガラス影もしくは浸潤影     29 (93.5%) **   102 (51.5%)  

スリガラス影もしくは浸潤影 31 (100%)  184 (92.9%) 

前方もしくは背側に限局するスリガラス影も

しくは浸潤影 

2 (6.5%)   23 (11.6%) 

** P < 0.01   
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分担研究報告書 

 

東京都多摩・島嶼地区における異状死体の SARS-CoV-2感染の実態に関する研究 

 

研究分担者 岩楯 公晴 東京慈恵会医科大学法医学講座 教授 
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研究要旨 

目的：東京都多摩・島嶼地区における異状死体を対象とし、SARS-CoV-2 感染についての

実態について明らかにし、死後検体における抗原検査の有用性を検討することを目的とし

た。 

方法：2020年 3月 18日から 2021年 3月 31日までに東京慈恵会医科大学法医学講座にて

法医解剖・検案が行われた症例を対象とし、解剖・検案直前に、鼻咽喉粘膜からドライス

ワブにて拭い液を採取し、SARS-CoV-2抗原検査、RT-qPCRを行い、検査結果について解

析を行った。 

結果・考察：487例中 12例が PCR により SARS-CoV-2が検出され、本研究における感染

率は 1.67％だった。警察により COVID-19 疑い例と判断された症例の陽性率は 15.69％で

あり、非医療従事者による判断でも COVID-19 罹患リスク評価に一定の成果を挙げた。本

研究における抗原検査の感度は 91.67％、特異度は 100％であり、死後検体においては抗原

検査陽性であれば SARS-CoV-2 感染の確定診断となるが、陰性の場合は確定診断のために

は PCR検査が必要である。 

 

A. 研究目的 

世 界 的 に Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)の

感 染 に よ る coronavirus disease 

2019(COVID-19)が流行しており、法医解

剖・検案例においては生前の症状の有無に

関わらず、常に SARS-CoV-2感染の可能性

がある。しかし、異状死例における

SARS-CoV-2 感染の報告は乏しく、その実

態については未だ明らかにされていない。  

また、COVID-19 の剖検例においては、

肺にはびまん性肺胞傷害像（DAD）、全身

微小血管の血栓、心外膜・心筋へのリンパ

球浸潤、腎尿細管で抗 COVID-19抗体陽性

の免疫染色、白脾髄の萎縮などの所見があ

ると言った報告が見られる[1-5]。しかし、

肉眼・病理所見のみでは確定診断に至らな

いため、剖検検体における PCRや抗原検査

が必要と考えられるが、死後検体における

有用性についての検証報告は少ない。 
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本研究では、日本国内において最も多く

の SARS-CoV-2感染者数が報告されている

東京都の中で、多摩・島嶼地区における異

状死体を対象とし、SARS-CoV-2 感染につ

いての実態について明らかにし、死後検体

における抗原検査の有用性を検討すること

を目的とした。 

 

B. 研究方法 

2020年 3月 18日から 2021年 3月 31日

までに東京慈恵会医科大学法医学講座にて

法医解剖・検案が行われた症例を対象とし

た。解剖・検案直前に、鼻咽喉粘膜からド

ライスワブにて拭い液を採取し、

SARS-CoV-2抗原検査を行った。CT撮影後、

解剖・検案を行い、SARS-CoV-2 reverse 

transcription quantitative polymerase 

chain reaction RT-qPCR)・病理検査・薬物

検査の結果を併せて死因を決定した。晩期

死体現象が出現している症例については、

RT-qPCR、抗原検査を施行しなかった。

RT-qPCR、抗原検査結果、死因等について

解析を行った。 

多摩・島嶼地区においては法医解剖の要

否は警察により判断されている。生前の症

状等から解剖・検案前に SARS-CoV-2感染

が疑われると警察により判断された症例に

ついては、“COVID-19 疑い例”とした。

COVID-19 疑い例は、解剖前の CT 撮影に

て頭蓋内病変を認めない場合には、解剖従

事者の感染防止目的で開頭を行っていない。 

 

RT-qPCR 

2020 年 3 月 18日より解剖・検案時に担

当医がCOVID-19の発症を疑った症例ない

し COVID-19 疑い例について、また 2020

年 4月 28日より解剖・検案全症例について

SARS-CoV-2 RT-qPCRを行った。 

RT-qPCRは東京都多摩府中保健所、株式

会社 SRL、東京慈恵会医科大学熱帯医学講

座にて施行された。 

 

抗原検査 

2020 年 7 月 14 日よりエスプライン

®SARS-CoV-2（富士レビオ株式会社）、11

月 8 日よりクイックナビ TM-COVID19 Ag

を用い、それぞれ添付文書に従い検査を行

った。 

 

本研究は、人を対象とする医学系研究に

関する倫理指針（平成２６年文部科学省・

厚生労働省告示第３号）に沿って行われ、

研究実施の情報を公開し、拒否する機会を

設けている。本研究は東京慈恵会医科大学

倫理委員会の承認を得ている。 

 

C. 研究結果 

剖検例における RT-q PCR 結果 

本研究で対象となった症例は 1015 例で

あり、777例に対し RT-qPCR、567例に対

し抗原検査を行った。RT-qPCR施行例中の

感染率は 1.67％だった。 

COVID-19 疑い例は 51 例あり、うち 8

例で RT-qPCR 陽性となり、非 COVID-19

疑い例 739例中で 5例が陽性だった（表 1）。

全体ではRT-qPCR陽性率が 1.67%に対し、

COVID-19 疑い例では 15.69％と高値を示

した。 

また、本研究の RT-qPCR 陽性数と東京

都新規感染者数、ないし東京都死亡者数の

推移を図 1、2 に示した。RT-qPCR 陽性数

は 2020 年 5 月に 1 例、7 月に 1 例、2021
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年 1月に 10例、2月に 1例であり、東京都

新規感染者数の推移と同様の増減をみせた。

また、解剖・検案例における RT-qPCR 陽

性数は、東京都死者数より東京都新規感染

者数に相関性があった（それぞれ R2=0.086, 

0.74）。 

RT-qPCR陽性となった症例の死因は、新

型コロナウイルス肺炎・感染症が 7 例と最

多であり、循環器疾患がそれに続き、出血

性胃潰瘍、溺死、縊死といった死因もみら

れた。（表 2）。死因が COVID-19 関連死か

否かによってRT-qPCR CT値を比較したが、

有意な差はなかった。 

 

剖検例における抗原検査 

本研究においては、RT-qPCR陽性となっ

た症例のうち、抗原検査を行っていた症例

は 12例あり、そのうち 1例は抗原検査で陰

性を示した（表 3）。抗原検査の感度は

91.67％、特異度は 100％、陽性的中率は

100％、陰性的中率は 99.82％だった。抗原

検査で陰性となった RT-qPCR Ct 値は

40.91であり、陽性例に比べ高い Ct値を示

した。 

 

D. 考察 

本研究において、東京都多摩島嶼地区に

おける異状死体の SARS-CoV-2 陽性率は

1.67％であった。本研究が行われた東京都

においては、人口と累計陽性者数から累積

既陽性率を算出すると、0.83％（人口

13950000 人、累計陽性者数約 115500 人）

（2021年 3月現在）であり[6,7]、東京都の

既陽性率より異状死体の陽性率が高値とな

った。しかし、元来異状死体は死亡の原因

となりうる疾患や損傷が内在するため、

SARS-CoV-2 感染リスクが高いと判断する

ためには他の疾患や生存例との比較検討が

必要である。また、法医解剖・検案例にお

ける RT-qPCR 陽性例数は東京都新規感染

者数の増減と類似した傾向を示した。一般

的に、新規感染者数は PCR 検査数との関連

について言及されることがあるが、法医症

例について網羅的に RT-qPCR を行った本

研究では検査施行の判断が介在しないため、

実際の市中感染の広がりをより反映してい

る可能性が考えられる。 

警察により生前の状況からCOVID-19罹

患が疑われた症例では陽性率が 15.69％と

全体に比べて高かった。医療従事者ではな

い警察による生前の情報に基づいたスクリ

ーニングであったが、COVID-19 罹患のリ

スク評価に一定の成果を挙げる結果となっ

た。しかし、解剖・検案前には COVID-19

罹患が疑われなかった症例の中にも 5 例の

RT-qPCR 陽性例があり（陽性率 0.68％）、

うち 4 例については生前に感染症状の出現

はなかった。1 例については、発熱や咳な

どの感染症状が出現していたが、同様の症

状を呈していた同居人の PCR 検査が陰性

であったことに加え、搬送先の病院で抗原

検査陰性や胸部レントゲンにおける肺炎像

が観察できなかったことから、死亡者の感

染リスクが正しく評価できなかった可能性

がある。 

RT-qPCR 陽性例 13 例のうち、7 例が

COVID-19 関連死であったが、6 例は

SARS-CoV-2 感染の直接的な因果関係は証

明できなかった。しかし、感染を契機とし

て、基礎疾患の悪化や血栓形成が生じ死亡

につながった可能性は否定できない。また、

生前のCOVID-19診断が契機となった自殺
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例もあり、真の意味の COVID-19関連死は

実際の診断数より多いことが予想された。 

臨床では抗原検査の感度・特異度はおお

よそ 70-99％であるという報告がある

[9-11]。また鼻咽頭スワブの臨床研究では、

Espline の感度は 73.3％や 90.9％[12,13]、

クイックナビの感度は 86.7％[14]であった

という報告がある。今回、法医症例の鼻咽

頭スワブを用いて行った抗原検査は感度が

91.67％、特異度が 100％であり、臨床にお

ける先行研究と同程度であり、死後検体に

おいても抗原検査は有用であることが示唆

された。しかし、RT-qPCR Ct値が 30～35

を超えると、抗原検査は陰性となるという

報告もあり[15,16]、本研究でも RT-qPCR 

Ct値が 40.05であった症例では抗原検査は

陰性を示した。抗原検査が陽性であれば

SARS-CoV-2 感染の確定診断となりうるが、

陰性の場合には RT-qPCR Ct値が高い場合

には偽陰性を示す危険性があるため、

SARS-CoV-2 陰性の確定診断のためには

PCR検査が必要である。 

 

E. 結論 

本研究では、東京都多摩・島嶼地区にお

ける SARS-CoV-2感染の実態調査を行った。 

異状死体における SARS-CoV-2 RT-qPCR

陽性率は 1.67％であり、東京都の累計既陽

性率よりも高値であった。東京都新規感染

者数の推移と同様の増減をみせた。異状死

体に対しCOVID-19罹患の可能性を判断す

ることにあたっては、非医療従事者でも一

定の成果を挙げることが分かった。また、

解剖、検案例について SARS-CoV-2感染の

有無を判断するために抗原検査は有用であ

るが、残存するウイルス量によっては偽陰

性の可能性もあるため、陰性の確定診断の

ためには PCR検査が必要である。 
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G. 研究発表 

該当なし。 

 

H. 知的財産権の出現・登録状況 

 

 

 

該当なし。 

 

図 1 RT-qPCR陽性数と東京都新規感染者数の推移 

 

 

図 2 RT-qPCR陽性数と東京都死亡者数の推移 
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表 1 RT-qPCR、抗原検査結果 

  症例数 
RT-ｑPCR 抗原検査 

施行数 陽性数 陽性率 施行数 陽性数 陽性率 

COVID-19 疑い例 51 51 8 15.69  38 8 21.05  

非 COVID-19 疑い例 964 739 5 0.68  529 3 0.57  

総数 1015 777 13 1.67 567 11 1.94 

 

表 2 RT-qPCR 陽性例における死因 

死因 症例数 

COVID-19 感染症・肺炎 7 

心肥大によるうっ血性心不

全 
2 

急性心筋梗塞 1 

出血性胃潰瘍 1 

溺死 1 

縊死 1 

 

表 3 抗原検査結果       

  
RT-qPCR 

陽性 陰性 総数 

抗原検査 陽性 11 0 11 

       陰性 1 555 556 

総数 12 555 567 
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分担研究報告書 

 

我が国の法医解剖施設における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の検査及び解剖に

関する実態調査 

 

研究分担者 岩瀬 博太郎  東京大学法医学教室 教授 

      山口  るつ子  東京大学法医学教室 助教  

 

研究要旨： 

(目的)全国法医解剖施設における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連異状死もし

くは疑い例の取り扱い状況、感染対策設備、検査体制の現状を調査し、新興感染症対策の

一端に資することを目的とする。 

（方法）令和 2 年（2020 年）11 月 1 日から令和 3 年（2021 年）1 月 13 日を最終回答期間

とし、全国法医学教室に対し、アンケートフォームを用いた質問紙調査を施行した。 

（結果）全国の日本法医学会機関会員施設中、回答数 39 施設。新型コロナウイルス

(SARS-CoV-2)感染もしくは疑い事例の解剖を行なっていると回答した施設は全体の約 4 割

にとどまり、同事例の解剖を施行可能な解剖室の設備基準を満たさないことや、PCR検査費

用負担が主に解剖の阻害要因となっていることが分かった。検査体制や費用負担先も一律

ではなく、多くが大学法医学教室自身による関係機関との交渉と運営費等に委ねられてい

ること、故に地域や施設により、SARS-CoV-2 感染もしくは疑い事例の解剖による詳細な死

因究明を行えない実態が明らかとなった。一方、解剖や検案に際しての検査により感染が

判明した事例では、遺族や遺体に関わる関係者の検査や注意喚起など有効な対策に繋がっ

ていた。 

（考察）異状死体に対して感染症の検査や解剖を行うことは公衆衛生上重要なことである

から、全国の法医学施設において、スタッフや解剖・検案に関わる警察職員他の感染予防

対策を十分にとれる施設・物品を確保し、法医解剖施設の設備基準の公的制定、国ないし

は自治体によるその整備・個人防護具などの物品の供給、全国施設間での解剖情報の集約

や提携体制が必要である。 

 

Ａ．研究目的                    

   令和 2 年 (2020年) より国際的に脅威

となった新型コロナウイルス感染症 (COVI

D-19) による死亡の態様としては病院外に

おける突然死も報告されており、法医解剖

施設における死因究明の対象となりうる。

剖検情報による病態解明の必要性は高く、

死者の感染を正確に診断することは公衆衛
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生上も重要である。しかし、全国の法医解

剖施設における検査体制や感染リスクを制

御しうる施設基準については不十分な状況

も指摘されており、各施設における実施状

況は不明であった。 

 そこで、本研究では国内の法医解剖施設

における新型コロナウイルス検査及び解剖

体制の実態および課題を明らかにするため

の質問紙調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

 令和 2 年（2020 年）11 月 25 日から令和

3 年（2021 年）1 月 13 日を回答期間とし、

日本法医学会機関会員である全国法医学施

設（大学法医学教室、監察医務院）に対し、

Google Form上での質問紙調査を行なった。 

研究は、東京大学倫理委員会の許可を得て

施行した（審査番号 2020274NI）。本研究の

対象者は故人であり、個別に同意を取得し

て研究を行うことができないため、本研究

に関する情報を東京大学大学院医学研究科

法医学教室ホームページ上に公開し、遺族

が拒否できる機会を保障した。また、アン

ケート回答依頼を各施設（機関代表者）に

送付するにあたり、施設及び事例を特定し

うる情報は公表しない旨明記した。 

 

Ⅽ. 研究結果 

総回答施設数は 39 施設であった。回答質

問項目及び回答を以下に示す。 

1. 所属施設 

大学法医学教室 38、監察医務院 1。 

2. 実施している解剖の内訳及び件数 

回答施設数 38。中央値は 150 件/年 で

あった。 

3. 新型コロナウイルス検査を施行してい

る場合の検査の内容（複数回答）：図 1 

回答施設数 32。 

総計では PCRを 24施設（75%）、抗原検

査を 14施設（43.8%）、抗体検査を 7施

設(21.9%)が施行していた。 

内訳では、PCRのみ施行（またはその予

定）が 14 施設（43.7%）、抗原検査のみ

が 7施設（21.9%）、PCR＋抗原検査＋抗

体検査が 4施設（12.5%）、PCR+抗体検査

が３施設（9.4%）、PCR＋抗原検査が 3

施設（9.4%）、その他（LAMP法）が 1施

設（3.1％）であった。 

4. PCR 検査を施行している場合の施行体

制（複数回答）：図 2 

回答施設数 28（有効回答 27）。 

総数では「大学付属病院などと連携し委

託している」が 11施設（40.7%）、「保健

所に依頼している」が 9施設（33.3%）、

「自施設で独自に施行」が 8 施設

（29.6%）、「検査会社などに外注してい

る」が 3施設（11.1%）であった。 

内訳は、大学病院に委託が 7 施設 

（ 25.9%）、保健所に依頼が 7 施設

（25.9％）、自施設で独自に施行が 6 施

設（22.2％）、検査会社などに外注が３

施設（11.1％）、大学病院に委託＋自施

設内でも施行しているとする施設が２

施設（7.4％）、ケースにより大学病院に

委託または保健所に依頼しているとす

る施設が２施設（7.4%）であった。 

5. （1）PCR 検査と結果確認のタイミン

グ：図 3 

回答施設数 28。 

「解剖当日検査を施行、結果を待って解

剖」が 13施設（46.4%）、「解剖当日検査

を施行、解剖中または解剖後に結果確認」



22 

 

が 4施設（14.3%）、「解剖翌日以降に結

果確認」が 7施設（25%）であり、その

他（事例による）が 4施設（14.3%）で

あった。 

なお、 

（2）結果確認までの平均日数 

回答施設数 10. 

「解剖翌日以降に結果確認」と回答した

施設では 1〜2日が 3施設、2〜3日が 3

施設であり、最長でも 3日間であった。 

6. PCR 検査を施行している場合の費用負

担：図 4 

回答施設数 25。 

教室運営費が 9施設（36%）、公費負担（保

健所依頼など）6 施設（24%）、解剖費用

など（警察負担） 5 施設（20%）、大学

附属病院負担 4施設（16%）、その他（研

究受託費）1施設（4%）であった。 

なお、施行体制で大学病院に検査を委

託・依頼しているとした施設（複数回答

含め 11 施設）のうち、4 施設（他質問

の回答より類推できるものを含めると

5 施設）が大学附属病院負担、4施設が

教室運営費、2施設が警察負担であった。 

7. PCR検査費用（1 件につき） 

回答施設数 21。 

全体では無料（教室負担なし）〜30000

円までの範囲にあり、費用が発生する場

合全体では 800〜30000円（中央値 1000

円）、教室運営費負担の場合の費用は

100〜18000 円、解剖費用など（警察負

担）の場合で 10000〜30000 円の範囲に

あった。 

8. PCR検査の回答時までの施行件数 

回答施設数 26。 

1施設あたり件数は 1回から 459回の範

囲にあった。全回答施設合計件数は

1223 件であったが、数件・多数などと

している施設もあり、総数はこれを上回

ると推定された。 

9. PCR検査の回答時までの陽性件数 

回答施設数 26。 

殆どの施設で、調査時点での陽性件数は

0 であった。5 施設が陽性件数を回答し

た。最多の施設で 14 事例、2 事例が 1

施設、1 事例が 3 施設で、合計 19 事例

であった。 

1 施設の検査数あたり陽性率は 0.4〜

9.9％であった。全国法医解剖施設にお

ける総検査数あたり陽性率は 1.6%

（19/1223件）となった。 

10. 新型コロナウイルス結果の届け出、遺族

への説明に関して行なっている、または

行うこととしている対応（複数回答）：

図 5 

回答施設数 32。 

「陽性であった場合の保健所への届出」

を施行すると回答したのは 11 施設

（68.8%）、遺族への結果通知に関しては

30 施設が選択肢またはその他で回答し、

「陽性時のみ、警察経由で遺族に結果の

通知を依頼」が 12施設（37.5%）、「全例、

警察経由で遺族に結果の通知を依頼」が

11施設（34.4%）、「全例で遺族に直接結

果を説明」が 1 施設（3.1%）、その他が

5 施設（15.6%）であった。その他の自

由記載としては、事例によって判断する、

検査した段階で納体袋に収める、遺族が

訪問した場合は結果に関わらず直接説

明を行うなどがあった。 

11. （1）解剖または検案対象のご遺体に対

し、新型コロナウイルス検査をしたくて
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もできない理由（複数回答）：図 6 

回答施設数 21。 

選択肢中最多の理由が「検査料が支払わ

れない」6施設（28.6%）であり、「検査

を依頼できない（自施設で行う体制がな

い場合）」が５施設（23.8%）、「仮に陽性

になってしまうと解剖を実施できない」

が 3施設（14.3%）、「解剖室の風評被害」

が 1施設（4.8%）の順であった。なお、

その他の自由記載が 10施設（47.6%）あ

り、うち 6 施設が「（検査ができない理

由は）特になし」としており、他に「医

学的に必要と解剖担当医が判断しても、

保健所に拒否された（‘検査を依頼でき

ない’に分類すべき回答と考えられる）」

「結果確認まで時間がかかる」「本当に

必要な場合保健所を説得し検査を依頼

する」「疑い事案は検案の段階で警察が

保健所などに依頼する」「警察が検査に

積極的でない、もしくは（疾患、検査に

対する）知識がないため依頼がない」な

どの回答があった。 

（2）検査を依頼できない場合の理由 

回答施設数 7。 

「必要なら病院検査部に依頼する」との

回答もあるのに対し、「基礎系科目であ

るため大学附属病院には依頼できない」

「（依頼する）ルートがない」など、必

ずしもすべての大学法医学教室で大学

病院との連携が可能でないことをうか

がわせる回答もあった（3施設）。また、

大学病院に検査を委託することは可能

であるものの、費用がかかるため全解剖

事例には実施できないとする施設もあ

った。 

検査は警察が対応するため教室・大学で

施行しないとする施設もあった。 

12. （1）現在、COVID-19 と判明している、

または疑い事例の解剖を施行している

か：図 7 

回答施設数 37。 

「している」14 施設（38％）、「してい

ない」23 施設（62％）という結果であ

った。 

（2）していない施設について、主な解

剖実施の阻害要因（複数回答）：図 8 

回答施設数 22。 

選択肢のうち「施設基準が感染研基準を

満たしていない」が最多の 13 施設

（59.1%）、「対応可能な人員の不足」が

5 施設（22.7%）、「個人防護具の不足」

が 4施設（18.2%）であった。その他自

由記載が 9施設（40.9%）よりあり、「未

だ陽性事例の解剖嘱託がない」「（大学）

病院との未調整」「大学側からの要請」

「警察が積極的でない」などが挙げられ

た。 

（3）前項の質問において、「施設基準及

び個人防護具の不足」が解剖ができない

理由の場合、不足する設備・物品 

回答施設数 14。 

最多は「ラミナフロー付き（バイオハザ

ード対策）解剖台」で 6施設から挙げら

れた。その他、エアーカーテン、陰圧室、

タイベック（防護服）、N95 マスク（そ

れぞれ 2施設ずつ）、解剖前室、セイフ

ティキャビネット、排気設備、BSL2 以

上の解剖室（それぞれ 1施設ずつ）が不

足設備として挙げられた。 

また、「感染症対策の設備全般がない」

「防護具全般にわたり警察分を用意で

きない」との回答もみられた。 
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13. 現在、COVID-19 と判明している、また

は疑い事例について通常と異なる扱い

をしているか（複数回答）:図 9 

回答施設数 36。 

選択肢のうち「専用の防護具を用いてい

る」が 12施設（33.3%）、「解剖を断って

いる」が 11施設（30.6%）、「通常の解剖

と同じである」が 8施設（22.2％）、「感

染対策用の解剖室・解剖台を用いている」

が 6施設（16.7%）、「最低限の組織サン

プリングのみなど部分解剖を施行」が 1

施設（2.8%）であった。その他自由記載

が 12 施設（33.3%）からあり、「人員の

制限、動線の遮断などを定めている」「解

剖は事件性の高いケースのみに限定し

ている（2施設）」「臓器はホルマリン固

定後に検索、ドライ方式で解剖」「解剖

前 CTで異常がなければ開頭しない」「遺

体のアルコール消毒（2 施設）」などが

挙がった。 

14. （1）新型コロナウイルスを含む感染症

についての情報提供元（複数回答） 

回答施設数 38。 

うち、警察からが全 38施設（100%）、医

療機関からが 14 施設（36.8%）であった。 

（2）得ている情報の内容（複数回答）：

図 10 

回答施設数 37。 

選択肢中では「聞き取った口頭での情報」

が 33 施設（89.2%）、「診療記録」が 24

施設（64.7%）、「CT画像（画像プリント・

データなど）」22 施設（59.5%）、であり、

その他自由記載の 4 施設（10.8%）から

は、警察の聴取記録や解剖要請書、検視

資料などの書面より情報を得ているな

どがあった。 

（3）感染症に関する解剖前情報を十分

に得られているか 

回答施設数 38。 

十分な情報を得られているとの回答は

14施設（37％）、十分な情報を得られな

いことがあるとの回答が 24 施設（63%）

であった。 

（4）前項の質問において、十分に得ら

れなかった情報の内容（自由回答） 

回答施設数 25。 

法医解剖に特有の事情として、「孤独死

や既往歴不明の自宅死亡など、生前の情

報が不明の事例が多い」こと、「警察に

よる感染症、生前の検査情報の聴取不足

（PCR 検査が施行されている場合も結

果が把握されていない、病院内死亡事例

の解剖後に当該病院でのクラスター発

生が判明、遺族の PCR陽性が後日判明し

たなど）」が多く挙がり、他の感染症と

して遺族や警察にも把握されていなか

った肝炎ウイルス感染事例などが挙げ

られた。 

15. COVID-19 及び疑い事例の検査・解剖の

施行経験のある施設について、結果が判

明したことによる感染対策や遺族への

注意喚起などのほか、公衆衛生学的に有

用と考えられた点（自由記載） 

回答施設数 11。 

「感染研究所と連携し、組織を送り詳細

な検討を行なっている。従来より感染症

に関しては警察に結核疑い事例やガス

壊疽などの事例では遺族に速やかに火

葬することを伝えてもらい、保健所にも

連絡している」 

「新型コロナウイルス感染に関わらず、

解剖前に感染症の有無を把握すること
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は遺体に接する遺族、警察関係者、検案

医、法医学教室スタッフ、葬儀業者、解

剖施設を有する学内への感染対策に必

要である」 

「（遺体に接する）警察官の感染は各地

域の治安維持に直接の影響があるため、

積極的に検査を施行している」 

「全数検査を行っており、公衆衛生的に

有用と考えられる」 

「外因死事例の検案時の抗原検査・CT

で COVID-19 が疑われ、PCR を施行した

ところ陽性であることが判明し、それを

受けて検査した遺族の感染も判明した」

「医学的には病態生理の解明から治療

に役立つ可能性。公衆衛生的には、どの

程度の死後経過時間までウイルスが検

出可能であるかが事例の集積によりわ

かる可能性があり、今後の対策に活かせ

る。死亡者がなぜ医療にアクセスできず

亡くなったか、法医学領域でのコロナ事

例の特徴（社会状況など）を解析すると、

死亡を予防する手段を見いだせる可能

性がある」などの意見が寄せられた。 

16. 法医学施設として新型コロナウイルス

パンデミックを経験しての感想、問題点、

今後の進行感染症対策のあり方（自由記

載）回答施設数 25。 

「全国の死因究明施設全てにおける感

染防止型解剖室の標準化を早急に行う

こと、検査費用の国レベルでの予算立て

が必要」 

「関係諸機関との調整が解剖を実施す

る上で問題となり、社会情勢にも左右さ

れうる」 

「常勤医 1名で、学生教育や大学の各種

委員を担当しつつ解剖を行なっており、

警察に解剖補助をお願いしているため、

COVID-19 確定・疑い事例の解剖した場

合の解剖医・警察関係者へのリスクは極

めて高い。感染が教室員に伝播した場合

講座の業務が停止する上、警察への影響

も大きい。よってこうした事例では解剖

を事件性の高いケースに限らざるを得

ない。複数名の解剖医の確保、個人防護

具の十分かつ安定した供給が不可欠。学

会の働きかけの下、国・自治体の介入が

必要ではないか」 

「感染研基準を満たす検体採取・輸送法

を、通常解剖と平行し感染リスクを排除

しつつ遂行することは困難。平均的な解

剖機関に適用可能なプロトコール作成

が求められる」 

「感染対策解剖台は大学に要望して間

接経費で整備したが、本来国が整備すべ

きである」 

「新興感染症は検疫、市中の死体から判

明する。死因究明の検査体制を死体発見

時に行うか、死体取り扱い施設を含め、

死因究明等推進基本法に従って整備す

べきである」 

「公的な解剖施設基準やマニュアルが

必要であり、国立感染症研究所基準を満

たす解剖施設は殆どないため、遵守する

必要があるのであれば標準的な解剖施

設整備として感染対策設備充実の必要

性を学会として訴えるべき」 

「公衆衛生向上を目的としてすべての

検案事例で PCR 検査などを実施すべき

である。検査実施が法医学教室の善意に

基づいて実施され、費用が大学（教室）

負担となっているのは異常である」 

「保健所は濃厚接触者以外では PCR 検



26 

 

査の依頼を受けないことから、教室内で

システムを立ちあげる必要性、行政機関

や医師会との連携の必要性を感じた」

「新興感染症については各地の講座が

得た情報を効率よく集めて公表するこ

とが社会への重要な還元となる」 

「感染状況が不明の遺体を扱う職員に

も、通常の医療従事者と同様の対応を」 

「新興感染症の解剖検査は病態解明と

治療法開発のために必須であり、法医学

はそれを担うべきであるにも関わらず、

全国的に施設、人員、財源の全てが不十

分で、危険な感染症を扱える状況にない」

などの意見が寄せられた。 

 

Ⅾ. 考察 

  本調査時点において、COVID-19（疑い）

事例の解剖を行なっていると回答した施設

は、回答施設全体の約 4割にとどまった。 

 解剖の阻害要因としては、施設基準が国

立感染症研究所による「新型コロナウイル

ス感染症(COVID-19)の剖検における感染予

防策」基準を満たしていないという理由が

約 6割と最多であった。令和 2年（2020） 2

月に公表され法医学会員にも周知された当

該感染予防策の内容は一般非公開であるが、

概ね米国疾病予防管理センター(Center of 

Disease Control and Prevention: CDC）に

よるガイドラインの内容を踏襲しており、

施設・設備に関しては 1 時間あたりの換気

回数、陰圧の維持、望ましい剖検台や空調

の設備について、エアロゾルを発生させ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ない解剖手技、病理標本の採取・運搬法な

ど、また個人防護具とその運用方法が規定

されている。そのうちでは、ラミナーフロ

ー付き（バイオハザード対策）の解剖台お

よびエアーカーテン、陰圧室を有していな

いとする施設が多かった。また、個人防護

具の不足も解剖の阻害要因となっており、

感染事例で特に推奨されているタイベック

®️や 電動ファン付き呼吸保護具、N95 マス

クのみならず、手袋やガウンなど一般的な

剖検時の個人防護具の供給も一時は全国的

に不安定な状況であったため、解剖を断ら

ざるを得ない、また事件性の高いものに限

って行っているという施設もみられた。 

 公衆衛生施策の一環として、今回のよう

な新興感染症対策に求められる解剖室の設

備基準を公的に制定しこれを整備すること、

また感染防御に必要な物品の確保について

も、現状のような各施設負担でなく、国や

自治体による整備が必要と考えられた。 

 感染対策には、遺体周囲および器具、解

剖室等の環境滅菌・消毒、遺体搬入・搬出

時のゾーニングのための人員配置が必要で

あり、これに対応できる人員が不足してい

ることも、解剖の阻害要因となっていた。

大学法医学教室では一機関につき医師一人

の機関が約 40%にのぼり、更に法医解剖機

関がごく限られた地方もあることから、こ

れらの施設では教室員が感染した場合、教

室自体の業務のみならず、その地域の法医

解剖が停止してしまうという危惧と対峙し

つつ業務が行われている状況が明らかとな

った。 

 新型コロナウイルス検査としては、行な

っていると回答した施設中殆どの施設（75%）

で PCR 検査が施行され、抗原検査、抗体検

査と併せて施行、またはスクリーニングと

して施設内では抗原検査のみ行い、陽性で

あった場合保健所などに PCR を依頼する運

用を行なっている施設もみられた。PCR 検
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査の施行体制は、所属大学附属病院への委

託、保健所への委託が同数最多であった。

しかし大学附属病院への依頼ルートを持た

ないとする法医学教室もあり、保健所への

検査依頼も、昨年 4 月の法医病理学会のア

ンケート調査結果（解剖医・検案医が保健

所に PCR 検査を依頼した 23 事例のうち 12

例が検査を断られていた）にみるように、

本調査でも検査を断られたとの回答があっ

た。このようなことから、自施設で RT-PCR

機器を購入するなど検査体制の構築、検査

会社への外注などの手段も取られていた。

検査費用に関しても、大学附属病院委託の

一部（全 11 施設中 5 施設は病院負担）、保

健所委託（公費）、警察に解剖費用などの一

部として請求している施設では教室負担が

存在しない一方（計 64%）、36%の施設では

教室負担となっていた。主にこのような検

査依頼ルートの有無及び費用負担状況の施

設間の相違が、検査を実施したくてもでき

ないといった施設間の格差を生んでいるこ

とがうかがわれた。 

 また、都道府県ごとの感染者数、施設ご

との解剖数に幅があるため、調査時点まで

の検査数・陽性事例数にも差があり、検査

施行件数を回答した 26 施設中のほとんど

で陽性事例は 0であり、実際に COVID-19事

例（全 19事例）を取り扱ったのは 5施設の

みであった。例として、東京 23区内では東

京都監察医務院が行政解剖を施行するため

筆者所属施設（大学法医学教室）において

は司法解剖・死因身元調査法解剖事例のみ

を取り扱っているが、令和 2 年（2020 年）

4 月より自施設での全解剖事例に対して

PCR 検査を施行した結果、令和 3 年(2021

年)3 月 31 日までに検査を施行した 120 事

例中、陽性事例は 1 例のみであった。公衆

衛生目的の行政解剖、承諾解剖を取り扱っ

ているか否かでも、事例の分布に施設毎に

差があると考えられる。自由記載欄（質問

16）でも指摘があったように、特に新興感

染症に際しては、解剖所見からの有効な病

態解明や疫学的調査のためには、ドイツに

おいて病理学専門学会と保健行政機関の協

働により国内全ての COVID-19 剖検事例デ

ータを集約し、情報の発信や国内外の多施

設研究を支援しているレジストリー

（DeRegCOVID）のような形で、各施設に散

在する事例情報を集約する必要があると考

えられた。 

 遺体の感染症に関する解剖前の情報を十

分に得られているかについては、身元不明

遺体や孤独死など死亡状況が不明な異状死

体を取り扱う法医学の特性上、生前の感染

症情報も十分に得られないことが多く、更

に本邦の制度上、法医解剖の施行を決定す

るのは警察であるため、例えば生前に行わ

れていた死者および遺族の PCR 検査結果が

把握されていないなど、情報の医学的・公

衆衛生学的観点からの収集という点では不

十分であることがうかがわれた。 

 また質問 15 の回答およびその結果から

の個別ヒアリングの結果の中では、解剖・

検案事例の感染検査にて外因死など他の死

因があった事例に感染が判明し、生前の接

触者の検査、感染状態の把握に繋がったと

いうケースもみられた。PCR 検査は費用的

にも、検査体制上も全ての施設で全解剖ま

たは検案事例に施行することが難しい現状

にあって、抗原検査や、死後 CT検査が有効

なスクリーニング検査として機能しうる可

能性が示された。更に、COVID-19で入院し、
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治癒退院した数日後に死亡が発見され、遺

体の検査でも PCR 陽性であったというケー

スもあり、このような事例の情報の集約は、

死後どのくらいの期間まで PCR で検出可能

か、また感染性を有するかという、国際的

にも報告が散見されるが未だ定見は得られ

ていない課題についての知見を得るにあた

り重要であり、遺体に関わる人々及び遺族

の安全についてのガイドライン策定にも繋

がる可能性があると考えられた。 

 

Ｅ. 結論 

全国法医解剖施設に対し、新型コロナウ

イルス感染事例の解剖に際しての感染対

策、検査体制についてのアンケート調査を

行なった。 

 その結果、全国法医学施設において、ス

タッフや解剖・検案に関わる警察等職員の

感染予防対策を十分にとれる施設・物品を

備え、感染（疑い）事例の解剖を施行可能

な施設が限られていること、また検査体制、

費用負担先も一律ではなく、多くが大学法

医学教室自身による関係機関との交渉と

運営費等に委ねられていること、故に全国

一律に同じ条件で COVID-19 死亡事例の解

剖による詳細な死因究明を行えない実態

が明らかとなった。十分な感染防御策がと

れないために法医解剖が滞りかねない現

状は、公衆衛生施策の遅れのみならず、犯

罪の見逃しにもつながりうる。一方、解剖

や検案時の検査により感染が判明した事

例では、遺族や遺体に関わる関係者の検査

や注意喚起など有効な対策に繋がってい

ることも分かった。 

 今後、公衆衛生施策の一環としての新興

感染症対策を十分に行う為には、法医解剖

施設の設備基準の公的制定、国ないしは自

治体によるその整備・個人防護具などの物

品の供給、全国施設間での解剖情報の集約

や提携体制が必要であると考えられた。 
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図 1 新型コロナウイルス検査を施行している場合の検査内容をお教えください（複数回答） 
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回答： 32 施設 

PCR 24 施設、抗原検査 14 施設、抗体検査 7 施設が施行。 

PCR のみ：14 施設（該当事例はないが PCR 施行予定含む）(44%) 

抗原検査のみ：7 施設 (22%) 

PCR+抗原検査＋抗体検査：4 施設 (13%) 

PCR＋抗体検査：3 施設 (9%) 

PCR＋抗原検査：3 施設 (9%) 

その他（LAMP 法）：1 施設 (3%) 
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図 2   PCR検査を施行している場合の現在の検査の施行体制をお教えください（複数回答） 

回答：28 施設（有効回答 27） 

総数は大学付属病院 11、保健所 9、自施設 8、外注 3 

大学付属病院などと連携し、委託：7 施設 (26%) 

保健所に依頼：7 施設 (26%) 

自施設内で独自に施行：6 施設 (22%) 

検査会社に外注：3 施設 (11%) 

他、 

大学付属病院＋自施設内：2 施設 (7%) 

大学付属病院 or 保健所（ケースにより）：2 施設 (7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26%

26%22%

11%

7%
7%

大学付属病院などと連携し、委託

保健所に依頼

自施設内で独自に施行

検査会社に外注

大学付属病院＋自施設内

大学付属病院or保健所



32 

 

図 3   PCR検査、及び結果確認のタイミングをお教えください 

回答：28 施設  

解剖当日、結果を待って解剖:13 施設 (47%) 

解剖当日、解剖中 or 解剖後：４施設  (14%)  

解剖翌日以降: 7 施設 (25%) 

その他（ケースバイケース等）：4 施設 (14%) 
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図 4   PCR検査を施行している場合の費用負担をお教えください 

回答：25 施設 

教室運営費：9 施設 (36%) 

公費負担（保健所依頼の場合など）：6 施設 (24%) 

解剖費用など（警察と協議の上、請求など）：5 施設 * (20%) 

大学付属病院負担：4 施設** (16%) 

その他（研究受託費）：１施設 (4%) 

 

 

＊自由記載で「警察負担」と回答、依頼先が保健所であり検査費は多分無料としている施

設については公費と思われるため、公費負担に分類した。 

＊＊無回答であるが、質問 4 および 7 の回答より大学病院負担と思われる施設を含めると 5

施設となる。 
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図 5   新型コロナウイルス検査を施行している場合、結果の届出や遺族への説明に関して行っ

ている、または行うこととしている対応を教えて下さい。（複数回答可） 

回答：32 施設 

陽性であった場合の保健所への届出：22 施設が施行すると回答 (68.8%) 

遺族への説明方法（30 施設が説明方法について選択肢またはその他で回答） 

陽性であった場合のみ、警察経由で遺族に結果の通知依頼：12 施設 (37.5%)  

全例で警察経由で遺族に結果の通知依頼：11 施設 (34.4%) 

  全例で遺族への直接の結果説明：1 施設 (3.1%) 

陽性であった場合のみ、遺族に直接説明：なし 

その他：5 施設（「事例によって判断、必要時は警察経由で通知」「検査をした段階で遺体を

納体袋に収める」「遺族来校時は陰性・陽性に関わらず直接結果を説明」など） 
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図 6  解剖または検案対象のご遺体に対し、新型コロナウイルス検査をしたくてもできない

理由がありますか 

回答：21 施設 

検査料が支払われない：6 施設 (28.6%) 

検査を依頼できない（自施設で行う体制がない場合）: 5 施設 (23.8%) 

仮に陽性になってしまうと解剖を実施できない：3 施設 (14.3%) 

解剖室の風評被害：1 例 (4.8%) 

その他（自由回答）：10 施設 (47.6%) 

自由回答のうち、「（検査ができない理由は）特になし」との回答が 6 施設で最多であった。

その他、「医学的に必要と解剖担当医が判断しても、保健所に拒否された」「結果確認まで

時間がかかる」「本当に必要であれば保健所を説得して検査してもらう」「疑い事案は検

案の段階で県警が保健所などに依頼して検査するので，本学で検査する必要がない」など

の回答があった。 
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図 7   現在、新型コロナウイルス感染症が判明している、またはその疑い事例の解剖を施行し

ていますか？ 

回答：37 施設 

している：14 施設 (38%)、していない：23 施設 (62%) 

 

 

 

 

図 8   新型コロナウイルス感染もしくは疑い事例の解剖をしていないとご回答された施設への

質問です。貴施設では、主にどのような事が解剖実施の阻害要因となっていますか？ (複数回答

可） 

回答：22 施設 

施設基準が感染研基準を満たしていない:13 施設 (59.1%) 

対応可能な人員の不足: 5 施設 (22.7%) 

個人防護具の不足：4 施設 (18.2%) 

その他（自由記載）：9 施設 (40.9%) 

自由記載として「未だ陽性事例の解剖嘱託がない」のほか、「病院との未調整」「大学か

ら許可が下りない」「警察が積極的でない」など。 

 

38%
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施設基準が感染研基準を満たしていない

対応可能な人員の不足
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その他

回答施設数

22.7%

18.2%

40.9%

59.1%
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図 9   新型コロナウイルス陽性が判明しているご遺体又は新型コロナウイルス感染が疑われる

ご遺体について、通常の解剖と異なる取扱いをしていますか。（複数回答可） 

回答：36 施設 

専用の個人防護具を用いている：12 施設 (33.3%) 

解剖を断っている：11 施設 (30.6%) 

通常の解剖と同じ：8 施設 (22.2%) 

感染対策用の解剖室・解剖台を用いている：6 施設 (16.7%) 

最低限の組織サンプリングのみなど部分解剖を施行：1 施設 (2.8%) 

その他（自由記載）：12 施設 (33.3%) 

自由記載内容として、「人員の制限、動線の遮断などを定めている」「解剖は事件性の高

いケースに限定（2 施設）」「臓器はホルマリン固定後検索。ドライ方式で解剖」「CT で

異常がなければ開頭しない」「遺体のアルコール消毒(2 施設)」が挙がった。 
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図 10  新型コロナウイルスを含む感染症に関する情報は、どのように得ていますか。内容をお教

えください。（複数回答可） 

回答：37 施設 

聞き取った口頭での情報：33 施設 (89.2%) 

診療記録：24 施設 (64.7%) 

CT 画像（画像プリント・データ等）: 22 施設 (59.5%) 

その他（自由記載）：4 施設 (10.8%) 

自由記載内容として、警察の聴取記録や解剖要請書、検視資料などの書面より情報を得て

いるなどがあった。 
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